
平成３０年２月市議会定例会 提出議案

議 案 種 別 件数（件）

予 算 議 案 ２７

条 例 議 案 ２８

一 般 議 案 １１

補正予算議案 １０

合    計 ７６



№ 件     名 要     旨 

平

成

30

年

度

予

算

規

模 

区     分 予 算 総 額 

一 般 会 計 5,630 億 0,100 万円 

特 別 会 計 4,019 億 9,290 万円 

企 業 会 計 2,407 億 3,938 万円 

合     計 1 兆 2,057 億 3,328 万円 

１ 

 平成 30 年度北九州市 

 一般会計 

 予算について 

予算額   5,630 億 0,100 万円

２ 

 平成 30 年度北九州市 

 国民健康保険 

 特別会計予算について 

予算額   1,044 億円

３ 

 平成 30 年度北九州市 

 食肉センター 

 特別会計予算について 

予算額   0,003 億円

４ 

 平成 30 年度北九州市 

 卸売市場 

 特別会計予算について 

予算額   0,009 億 8,050 万円

－１－ 



№ 件     名 要     旨 

５ 

 平成 30 年度北九州市 

 渡船 

 特別会計予算について 

予算額   0,003 億 3,000 万円

６ 

 平成 30 年度北九州市 

 土地区画整理 

 特別会計予算について 

予算額     18 億 0,500 万円

７ 

 平成 30 年度北九州市 

 土地区画整理事業清算 

 特別会計予算について 

予算額   0,001 億 0,300 万円

８ 

 平成 30 年度北九州市 

 港湾整備 

 特別会計予算について 

予算額   0,039 億 6,600 万円

９ 

 平成 30 年度北九州市 

 公債償還 

 特別会計予算について 

予算額   1,678 億 5,600 万円

10 

 平成 30 年度北九州市 

 住宅新築資金等貸付 

 特別会計予算について 

予算額   0,000 億 1,300 万円

11 

 平成 30 年度北九州市 

 土地取得 

 特別会計予算について 

予算額   0,041 億 0,500 万円

－２－ 



№ 件     名 要     旨 

12 

 平成 30 年度北九州市 

 駐車場 

 特別会計予算について 

予算額   0,003 億 8,200 万円

13 

 平成 30 年度北九州市 

 母子父子寡婦福祉資金 

 特別会計予算について 

予算額   0,004 億 8,690 万円

14 

 平成 30 年度北九州市 

 産業用地整備 

 特別会計予算について 

予算額   0,005 億 4,580 万円

15 

 平成 30 年度北九州市 

 漁業集落排水 

 特別会計予算について 

予算額   0,000 億 3,210 万円

16 

 平成 30 年度北九州市 

 介護保険 

 特別会計予算について 

予算額   0,978 億 1,500 万円

17 

 平成 30 年度北九州市 

 空港関連用地整備 

 特別会計予算について 

予算額   0,000 億 0,360 万円

18 

 平成 30 年度北九州市 

 学術研究都市土地区画整理 

 特別会計予算について 

予算額   0,024 億 4,700 万円

－３－ 



№ 件     名 要     旨 

19 

 平成 30 年度北九州市 

 臨海部産業用地貸付 

 特別会計予算について 

予算額   0,004 億 3,720 万円

20 

 平成 30 年度北九州市 

 後期高齢者医療 

 特別会計予算について 

予算額   0,159 億 0,500 万円

21 

 平成 30 年度北九州市 

 市民太陽光発電所 

 特別会計予算について 

予算額   0,000 億 7,980 万円

22 

 平成 30 年度北九州市 

 上水道 

 事業会計予算について 

予算額   0,343 億 0,126 万円

23 

 平成 30 年度北九州市 

 工業用水道 

 事業会計予算について 

予算額   0,029 億 0,410 万円

24 

 平成 30 年度北九州市 

 交通 

 事業会計予算について 

予算額   0,022 億 1,633 万円

25 

 平成 30 年度北九州市 

 病院 

 事業会計予算について 

予算額   0,398 億 7,196 万円

－４－ 



№ 件     名 要     旨 

26 

 平成 30 年度北九州市 

 下水道 

 事業会計予算について 

予算額   0,512 億 5,378 万円

27 

 平成 30 年度北九州市 

 公営競技 

 事業会計予算について 

予算額   1,101 億 9,195 万円

－５－ 



Ｎｏ 

２８ 

 北九州市地方独立行政法人評価委員会条例の一部改正について 

               （総務局行政経営部行政経営課） 

  病院事業を行う地方独立行政法人に係る評価委員会の設置等に伴い、

関係規定を改めるもの 

  １ 地方独立行政法人北九州市立病院機構評価委員会条例の制定に伴

う規定の整備（題名、第１条関係） 

（１） 題名の変更 

現 行 改正後 

北九州市地方独立行政法人評

価委員会条例 

公立大学法人北九州市立大学

評価委員会条例 

   （２） 委員会の名称の変更 

現 行 改正後 

北九州市地方独立行政法人評

価委員会 

公立大学法人北九州市立大学

評価委員会 

２ 条例に引用する地方独立行政法人法の規定の条項ずれに伴う改正

（第１条関係） 

現 行 改正後 

第１１条第３項 第１１条第４項 

  ３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

－６－ 



Ｎｏ 

２９ 

 北九州市職員定数条例の一部改正について 

                   （総務局人事部人事課） 

  公営競技局を新設することに伴い、職員の定数を変更するため、関係

規定を改めるもの 

  １ 職員の定数の変更（第２条関係） 

現 行 改正後 

市長事務部局 ５，７００人 市長事務部局 ５，６５５人 

公営競技局     ４５人 

  ２ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

－７－ 



Ｎｏ 

３０ 

 北九州市職員退職手当支給条例の一部改正について 

                   （総務局人事部給与課） 

国家公務員退職手当法の一部改正により国家公務員の退職手当の額が

引き下げられたので、これに準じた措置を講じるため、関係規定を改め

るもの 

１ 普通退職手当の支給率の引下げ（第３条関係） 

現   行 改 正 後 

勤続期間 支給率 勤続期間 支給率 

１年以上１１年未満  １００分の８７  １年以上１１年未満  １００分の８３．７  

１１年以上１６年未満  １００分の９５．７  １１年以上１６年未満  １００分の９２．０７  

１６年以上２１年未満  １００分の１３９．２  １６年以上２１年未満  １００分の１３３．９２  

２１年以上２６年未満  １００分の１７４  ２１年以上２６年未満  １００分の１６７．４  

２６年以上３１年未満  １００分の１３９．２  ２６年以上３１年未満  １００分の１３３．９２  

３１年以上  １００分の１０４．４  ３１年以上  １００分の１００．４４  

２ 定年退職手当の支給率の引下げ（第６条関係） 

現   行 改 正 後 

勤続期間 支給率 勤続期間 支給率 

１年以上１１年未満  １００分の１３０  １年以上１１年未満  １００分の１２５．０６８  

１１年以上２１年未満  １００分の１４２  １１年以上２１年未満  １００分の１３６．６１４  

２１年以上２５年未満  １００分の１５５  ２１年以上２５年未満  １００分の１４９．１２２  

２５年以上２７年未満  １００分の１９０  ２５年以上２７年未満  １００分の１８２．７９７  

２７年以上３１年未満  １００分の１４７  ２７年以上３１年未満  １００分の１４１．４２７  

３１年以上３５年未満  １００分の１４３  ３１年以上３５年未満  １００分の１３７．５７５４  

３５年以上  １００分の７９  ３５年以上  １００分の７５．９８８４  

（次頁に続く）

－８－ 



（続き） 

３ 退職手当の基本額の最高限度額の引下げ（第６条の４関係） 

現   行 改 正 後 

退職日給料月額に４９．５９

を乗じて得た額 

退職日給料月額に４７．７０９

を乗じて得た額 

４ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

－９－ 



Ｎｏ 

３１ 

 北九州市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

                   （総務局人事部給与課） 

  保健環境研究所の組織改正に伴い、関係規定を改めるもの 

  １ 保健環境研究所食品衛生検査所を同研究所管理係に統合すること

に伴う、感染症予防等業務手当の支給範囲等の改正（別表関係） 

現 行 改正後 

保健所に勤務する臨

床検査技師及び衛生

検査技師並びに食品

衛生検査所に勤務す

る一般技術員が、細

菌、寄生虫卵等の検

査に従事したときに

支給する。 

臨床検査技師

及び衛生検査

技師 

 従事した１

日につき３

３０円 

一般技術員 

 従事した１

日につき１

９０円 

保健所に勤務する臨

床検査技師及び衛生

検査技師が、細菌、

寄生虫卵等の検査に

従事したときに支給

する。 

従事した１日

につき３３０

円 

保健環境研究所に勤

務する一般技術員（

食品衛生検査所に勤

務する一般技術員を

除く。）が、公衆衛

生及び環境衛生に必

要な試験、調査又は

研究に従事したとき

に支給する。 

従事した１日

につき３４０

円 

保健環境研究所に勤

務する一般技術員が

、公衆衛生及び環境

衛生に必要な試験、

調査又は研究に従事

したときに支給する

。 

従事した１日

につき３４０

円 

  ２ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

－１０－ 



Ｎｏ 

３２ 

北九州市手数料条例の一部改正について 

（財政局財務部財政課）

高圧ガス保安法等の一部改正に伴い、高圧ガスの製造の許可の申請に 

対する審査に係る手数料を新設する等のため、関係規定を改めるもの 

１ 土壌汚染対策法の一部改正に伴う汚染土壌処理業に係る譲渡及び 

譲受の承認の申請に対する審査等に係る手数料の新設（別表関係） 

手数料を徴収する事務 手数料の金額 

土壌汚染対策法の規定に基づく汚

染土壌処理業に係る譲渡及び譲受

の承認の申請に対する審査 

１件につき 70,000 円  

同法の規定に基づく汚染土壌処理

業に係る法人の合併又は分割の承

認の申請に対する審査 

１件につき 70,000 円  

同法の規定に基づく汚染土壌処理

業に係る相続の承認の申請に対す

る審査 

１件につき 70,000 円  

２ 高圧ガス保安法に基づく事務に係る手数料の新設（別表関係） 

手数料を徴収する事務 手数料の金額 

高圧ガスの製造の許可の申請に対

する審査 

１件につき 7,400 円～340,000 円  

高圧ガスの製造のための施設の位

置、構造等の変更の許可の申請に

対する審査 

１件につき 3,200 円～220,000 円  

高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の

申請に対する審査 

１件につき 25,000 円  

高圧ガスの第一種貯蔵所の位置、

構造等の変更の工事の許可の申請

に対する審査 

１件につき 11,000 円、14,000 円  

高圧ガスの製造のための施設の完

成検査 

１件につき 2,400 円～255,000 円  

（次頁に続く）

－１１－ 



（続き） 

輸入をした高圧ガス及びその容器

の検査 

１件につき 13,000 円～27,000 円  

特定施設の保安検査 １件につき 7,700 円～370,000 円  

容器検査又は容器再検査 １個につき 80 円～16,000 円に 1,0 

         00 リットル又は 

         1,000 リットル

に満たない端数

を増すごとに 1, 

         600 円を加えた

金額 

附属品検査又は附属品再検査 １個につき 21 円～1,100 円  

容器検査所の登録又は登録の更新

の申請に対する審査 

１件につき 16,000 円  

容器に充てんする高圧ガスの種類

又は圧力の変更に係る刻印等 

１件につき 1,400 円  

３ 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴う手数 

料額の改定（別表関係） 

手数料を徴収する事務及びその額について、全国的に統一して定 

めることが特に必要とされているものの手数料の額が改定されるこ 

とに伴い、同令を標準として条例で定めている手数料の額について 

、改正後の同令で定める額と同額に改定することとする。 

４ 施行期日 

平成３０年４月１日 

－１２－ 



Ｎｏ 

３３ 

北九州市市税条例の一部改正について 

（財政局税務部税制課）

  地方税法施行規則の一部改正に伴い、関係規定を改めるもの 

  １ 条例に引用する法令の規定の整備（第４２条関係） 

現行 改正後 

地方税法施行規則第１０条

の２の１０ 

地方税法第３４３条第９項

の総務省令で定めるもの 

２ 施行期日 

  公布の日 

－１３－ 



Ｎｏ 

３４ 

北九州市芸術文化施設条例の一部改正について 

（市民文化スポーツ局文化部文化企画課）

北九州市立響ホールに練習室を新設するため、関係規定を改めるもの 

１ 北九州市立響ホールの練習室の使用料の設定（別表第２関係） 

区分 

9 時～12 時 12 時～17 時 17 時～22 時 

平日 

土曜日 

日曜日 

休日 

平日 

土曜日 

日曜日 

休日 

平日 

土曜日 

日曜日 

休日 

第１練習室 800 円 950 円 1,150 円 1,400 円 1,550 円 1,850 円

第２練習室 700 円 850 円 1,050 円 1,250 円 1,400 円 1,700 円

２ 施行期日 

  規則で定める日 

－１４－ 



Ｎｏ 

３５ 

北九州市交通安全対策事業推進基金条例について 

（市民文化スポーツ局安全・安心推進部安全・安心都市整備課) 

黒土始氏から交通安全対策に関する事業の推進に役立てることを希望

して北九州市に寄付された寄付金を基として、当該事業を推進するため

、北九州市交通安全対策事業推進基金を設置するもの 

１ 条例の内容 

 （１） 設置（第１条） 

 （２） 基金の積立て（第２条） 

 （３） 管理（第３条） 

 （４） 運用益金の処理（第４条） 

 （５） 繰替運用（第５条） 

 （６） 処分（第６条） 

 （７） 委任（第７条） 

２ 施行期日 

  公布の日 

－１５－ 



Ｎｏ 

３６ 

 北九州市介護サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関

する条例の一部改正について 

             （保健福祉局地域福祉部介護保険課） 

健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴い、指定介護療養

型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の特例の期間を延長する

ため、関係規定を改めるもの 

１ 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の特 

例の期間の延長（付則第６項関係） 

現 行 改正後 

平成３０年３月３１日まで 平成３６年３月３１日まで 

２ 施行期日 

平成３０年４月１日 

－１６－ 



Ｎｏ 

３７ 

北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に

ついて 

（保健福祉局障害福祉部障害者支援課）

  社会福祉施設を廃止するため、関係規定を改めるもの 

  １ 保育所の廃止（別表第１関係） 

名称 北九州市立中央保育所 

位置 北九州市八幡東区中央一丁目１１番１号

  ２ 障害児入所施設の廃止（別表第１関係） 

名称 北九州市立小池学園 

位置 北九州市若松区大字小敷５８３番地の１

３ 施行期日 

平成３０年４月１日 

－１７－ 



Ｎｏ 

３８ 

 北九州市障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準

等に関する条例の一部改正について 

            （保健福祉局障害福祉部障害者支援課） 

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の

一部改正に伴い、非常災害対策に係る基準を適用しない指定障害福祉サ

ービス事業者の範囲を変更するため、関係規定を改めるもの 

１ 非常災害対策に係る基準を適用しない指定障害福祉サービス事業

者の範囲の変更（第７条関係） 

現行 改正後 

居宅介護、重度訪問介護、同行

援護、行動援護又は重度障害者

等包括支援に係る指定障害福祉

サービスの事業を行う者 

居宅介護、重度訪問介護、同行

援護、行動援護、重度障害者等

包括支援、就労定着支援又は自

立生活援助に係る指定障害福祉

サービスの事業を行う者 

２ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

－１８－ 



Ｎｏ 

３９ 

北九州市国民健康保険条例の一部改正について 

（保健福祉局健康医療部保険年金課）

国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、一般被保険者に係る基礎賦

課総額の算定の基準を改める等のため、関係規定を改めるもの 

１ 葬祭費の額の引下げ（第８条関係） 

現行 改正後 

４万円 ３万円 

２ 基礎賦課総額等の算定の基準の変更（第１０条の３、第１４条の

２、第１４条の１１関係） 

  市の国民健康保険の保険料を福岡県への国民健康保険事業費納付

金の納付に要する費用等に充てることとすることに伴い、一般被保

険者に係る基礎賦課総額及び後期高齢者支援金等賦課総額並びに介

護納付金賦課総額の算定の基準を変更する。 

３ 基礎賦課限度額の引上げ（第１３条関係） 

現行 改正後 

５４万円 ５８万円 

  ４ 保険料の軽減判定所得基準の緩和（第２０条関係） 

軽減割合 現行 改正後 

 ５割 

世帯主及び世帯に属する被保険者の

所得の合計が、地方税法第３１４条

の２第２項に規定する金額に被保険

者の数の合計数に２７万円を乗じて

得た金額を加算した金額を超えない

場合 

世帯主及び世帯に属する被保険者の

所得の合計が、地方税法第３１４条

の２第２項に規定する金額に被保険

者の数の合計数に２７万５，０００

円を乗じて得た金額を加算した金額

を超えない場合 

 ２割 

世帯主及び世帯に属する被保険者の

所得の合計が、地方税法第３１４条

の２第２項に規定する金額に被保険

者の数の合計数に４９万円を乗じて

得た金額を加算した金額を超えない

場合 

世帯主及び世帯に属する被保険者の

所得の合計が、地方税法第３１４条

の２第２項に規定する金額に被保険

者の数の合計数に５０万円を乗じて

得た金額を加算した金額を超えない

場合 

（次頁に続く）

―１９― 



（続き） 

５ 施行期日 

平成３０年４月１日 

―２０― 



Ｎｏ 

４０ 

 北九州市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

             （保健福祉局健康医療部保険年金課） 

高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、保険料を徴収す

べき被保険者の範囲を変更するため、関係規定を改めるもの 

１ 保険料を徴収すべき被保険者の範囲の変更（第２条関係） 

現行 改正後 

（１） 市に住所を有する被保険者 

（２） 高齢者の医療の確保に関す

る法律第５５条第１項本文の規定

の適用を受ける被保険者であって

、病院等に入院等をした際市に住

所を有していた被保険者 

（３） 同法第５５条第２項第１号

の規定の適用を受ける被保険者で

あって、継続して入院等をしてい

る２以上の病院等のうち最初の病

院等に入院等をした際市に住所を

有していた被保険者 

（４） 同法第５５条第２項第２号

の規定の適用を受ける被保険者で

あって、最後に行った同号に規定

する特定住所変更に係る同号に規

定する継続入院等の際市に住所を

有していた被保険者 

（１） 市に住所を有する被保険者 

（２） 高齢者の医療の確保に関す

る法律第５５条第１項本文の規定

の適用を受ける被保険者であって

、病院等に入院等をした際市に住

所を有していた被保険者 

（３） 同法第５５条第２項第１号

の規定の適用を受ける被保険者で

あって、継続して入院等をしてい

る２以上の病院等のうち最初の病

院等に入院等をした際市に住所を

有していた被保険者 

（４） 同法第５５条第２項第２号

の規定の適用を受ける被保険者で

あって、最後に行った同号に規定

する特定住所変更に係る同号に規

定する継続入院等の際市に住所を

有していた被保険者 

（５） 同法第５５条の２第１項の

規定の適用を受ける被保険者であ

って、国民健康保険法第１１６条

の２第１項本文の又は第２項の規

定の適用を受け、これらの規定に

より市に住所を有するものとみな

された国民健康保険の被保険者で

あった被保険者 

２ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

－２１－ 



Ｎｏ 

４１ 

北九州市衛生施設の設置及び管理に関する条例の一部改正につい

て 

（保健福祉局健康医療部健康推進課）

  難病相談支援センターを新設するため、関係規定を改めるもの 

  １ 難病相談支援センターの新設（別表第１関係） 

名称 北九州市難病相談支援センター 

位置 北九州市小倉北区馬借一丁目７番１号 

２ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

－２２－ 



Ｎｏ 

４２ 

北九州市難病の患者に対する医療等に関する法律の規定に基づく

過料に関する条例について 

（保健福祉局健康医療部健康推進課） 

難病の患者に対する医療等に関する法律の規定に基づく過料について

定めるもの 

  １ 条例の内容 

   （１） 趣旨（第１条） 

   （２） 過料（第２条） 

指定難病に係る医療受給者証の返還を求められて応じない者又 

は正当な理由がなく、特定医療費の支給に関して必要な報告等を 

しない者若しくは虚偽の報告等をした者は、１０万円以下の過料 

に処する。 

２ 施行期日 

    平成３０年４月１日 

－２３－ 



Ｎｏ 

４３ 

 北九州市旅館業法施行条例の一部改正について 

             （保健福祉局保健衛生部保健衛生課） 

旅館業法の一部改正等に伴い、施設の構造設備の基準及び衛生に必要

な措置の基準を変更する等のため、関係規定を改めるもの 

１ 旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準の新設等（第２条、第

３条関係） 

 （１） 営業種別の変更 

現 行 改正後 

ホテル営業及び旅館営業 旅館・ホテル営業 

 （２） 旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準の新設 

   ホテル営業及び旅館営業の営業種別の統合に伴い、旅館・ホテ

ル営業の施設の構造設備の基準を新たに定めることとする。 

２ 簡易宿所営業及び下宿営業の施設の構造設備の基準の緩和（第４

条、第５条関係） 

  簡易宿所営業及び下宿営業の施設の客室の床面積等の基準を緩和

する。 

３ 旅館業の施設に係る衛生に必要な措置の基準の緩和（第８条関係

） 

  照明の照度、防湿の措置等の基準を廃止する。 

４ 施行期日 

  平成３０年６月１５日 

－２４－ 



Ｎｏ 

４４ 

北九州市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基 

準に関する条例の一部改正について 

（子ども家庭局子ども家庭部幼稚園・こども園課）

  特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一 

部改正に伴い、受給資格等の確認の方法を簡素化する等のため、関係規 

定を改めるもの 

  １ 受給資格等の確認の方法の変更（第９条関係） 

現行 改正後 

支給認定保護者の提示する支

給認定証 

必要に応じて、支給認定保護者

の提示する支給認定証（当該者

が支給認定証の交付を受けて

いない場合にあっては、子ども

・子育て支援法施行規則の規定

による通知） 

  ２ 条例に引用する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な 

提供の推進に関する法律の規定の条項ずれに伴う規定の整備（第１ 

６条関係） 

現行 改正後 

第３条第９項 第３条第１１項 

３ 施行期日 

平成３０年４月１日 

－２５－ 



Ｎｏ 

４５ 

 北九州市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正につ

いて  

            （環境局環境監視部産業廃棄物対策課） 

産業廃棄物の処理に係る特例の認定等に係る手数料を定めるため、関

係規定を改めるもの 

１ 手数料の新設（別表第３関係） 

種別 金額 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第１２条の７第１項の規定による２

以上の事業者による産業廃棄物の処

理に係る特例の認定 

１件につき 

１４万７，０００円 

同法第１２条の７第７項の規定によ

る２以上の事業者による産業廃棄物

の処理に係る特例の認定に係る事項

の変更の認定 

１件につき 

１３万４，０００円 

２ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

－２６－ 



Ｎｏ 

４６ 

 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関す

る法律第９条第１項の規定に基づく準則を定める条例について 

（産業経済局企業支援・産学連携部企業立地支援課）

地域における産業の集積を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地

域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすものである地域における

経済活動を牽
けん

引する事業を促進するため、製造業等に係る工場又は事業

場の緑地面積率等に関する事項について、地域経済牽引事業の促進によ

る地域の成長発展の基盤強化に関する法律第９条第１項の規定に基づく

準則を定めるもの 

１ 条例の内容 

 （１） 趣旨（第１条） 

 （２） 定義（第２条） 

 （３） 区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合（第

３条、別表）   

区域

の区

分 
設定区域 

緑地の面積

の敷地面積

に対する割

合 

環境施設の

面積の敷地

面積に対す

る割合 

甲種

区域 

若

松

区

響町一丁目（工場立地特例対

象区域のうち、準工業地域と

定められた地域に限る。）、

響町二丁目（工場立地特例対

象区域のうち、準工業地域と

定められた地域に限る。） 

１００分の

１０以上 

１００分の

１５以上 

丙種

区域 

若

松

区

大字安瀬（工場立地特例対象

区域に限る。）、向洋町（工

場立地特例対象区域に限る。

）、響町一丁目（工場立地特

例対象区域のうち、工業専用

地域と定められた地域に限る

。）、響町二丁目（工場立地 

１００分の

７以上 

１００分の

１０以上 

（次頁に続く） 

－２７－ 



（続き）  

  特例対象区域のうち、工業専

用地域と定められた地域に限

る。） 

 ２ 施行期日 

   公布の日 

－２８－ 



Ｎｏ 

４７ 

 北九州市土地改良事業に係る賦課金及び特別徴収金に関する条例

について                

（産業経済局農林水産部農林課） 

土地改良法の規定により市が施行する土地改良事業に要する経費に充

てるため、同法の規定により賦課徴収する金銭及び特別徴収金に関し必

要な事項を定めるもの 

１ 条例の内容 

 （１）  趣旨（第１条） 

 （２）  定義（第２条） 

 （３）  賦課金の徴収（第３条） 

    市は、土地改良事業を行うときは、その事業に要する経費に充

てるため、受益者等に対し、受益者等の受ける利益を限度として

賦課金を徴収することを定める。 

 （４）  賦課金の額（第４条） 

 （５）  特別徴収金（第５条） 

    市は、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき土地

改良法第３条に規定する資格を有する者が、その資格に係る土地

を目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土

地を自ら目的外用途に供した場合には、その者から、特別徴収金

を徴収することを定める。 

 （６）  賦課金及び特別徴収金の免除等（第６条） 

 （７）  審査請求（第７条） 

 （８）  委任（第８条） 

２ 施行期日 

  公布の日 

－２９－ 



Ｎｏ 

４８ 

 北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に

ついて 

          （産業経済局農林水産部総合農事センター） 

  農業災害補償法施行規則の全部改正に伴い、関係規定を改めるもの 

  １ 条例に引用する農業災害補償法施行規則の全部改正に伴う規定の

整備（別表第２関係） 

現 行 改正後 

農業災害補償法施行規則第３３

条 

農業保険法施行規則第１１７条

第１項 

  ２ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

－３０－ 



Ｎｏ 

４９ 

 北九州市公営競技局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

について 

              （産業経済局公営企業設置準備室） 

  公営競技局に勤務する企業職員の給与の種類及び基準を定めるもの 

  １ 条例の内容 

（１） 趣旨（第１条） 

（２） 給与の種類（第２条） 

（３） 給料（第３条） 

（４） 管理職手当（第４条） 

（５） 扶養手当（第５条） 

（６） 地域手当（第６条） 

（７） 住居手当（第７条） 

（８） 通勤手当（第８条） 

（９） 単身赴任手当（第９条） 

（１０） 特殊勤務手当（第１０条） 

（１１） 時間外勤務手当（第１１条） 

（１２） 宿日直手当（第１２条） 

（１３） 夜間勤務手当（第１３条） 

（１４） 休日勤務手当（第１４条） 

（１５） 管理職員特別勤務手当（第１５条） 

（１６） 期末手当（第１６条） 

（１７） 勤勉手当（第１７条） 

（１８） 特定任期付職員業績手当（第１８条） 

（１９） 退職手当（第１９条） 

（２０） 支給額決定の基準（第２０条） 

（２１） 給与の減額（第２１条） 

（２２） 自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与（第２２条） 

（次頁に続く）

－３１－ 



 （続き）  

（２３） 配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与（第２３条） 

（２４） 育児休業の承認を受けた職員の給与（第２４条） 

（２５） 臨時職員及び非常勤職員の給与（第２５条） 

（２６） 再任用職員等についての適用除外（第２６条） 

（２７） 特定任期付職員についての適用除外（第２７条） 

  ２ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

－３２－ 



Ｎｏ 

５０ 

 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例

の一部改正について 

               （建設局公園緑地部公園管理課） 

  公園施設の廃止に伴い、関係規定を改めるもの 

  １ 高塔山売店の管理の使用料に係る規定の削除（別表第１関係） 

高塔山売店 １月につき ８，０００円 

  ２ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

－３３－ 



Ｎｏ 

５１ 

北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の

一部改正について                

（建築都市局計画部都市計画課） 

建築基準法の一部改正等に伴い、関係規定を改めるもの 

１ 条例に引用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す 

るための法律の規定の条項ずれに伴う改正（別表第２関係） 

現行 改正後 

第５条第１５項 第５条第１７項 

２ 条例に引用する建築基準法の規定の条項ずれに伴う改正（別表第

２関係） 

現行 改正後 

別表第２（ち）項 別表第２（り）項 

別表第２（り）項 別表第２（ぬ）項 

別表第２（ぬ）項 別表第２（る）項 

３ 施行期日 

平成３０年４月１日 

－３４－ 



Ｎｏ 

５２ 

北九州市特別工業地区建築条例の一部改正について 

（建築都市局指導部建築指導課） 

建築基準法の一部改正に伴い、関係規定を改めるもの 

１ 条例に引用する建築基準法の規定の条項ずれに伴う改正（別表関

係） 

現行 改正後 

別表第２（ぬ）項 別表第２（る）項 

２ 施行期日 

平成３０年４月１日 

－３５－ 



Ｎｏ 

５３ 

北九州市特別用途地区内におけるスポーツ及びレクリエーション

に係る建築物の制限の緩和に関する条例の一部改正について 

（建築都市局指導部建築指導課） 

スポーツ及びレクリエーションに係る建築物の建築の制限を緩和する

特別用途地区を追加する等のため、関係規定を改めるもの 

１ 条例に引用する建築基準法の規定の条項ずれに伴う改正（第３条

関係） 

現行 改正後 

第４８条第１項から第１２項

まで 

第４８条第１項から第１３項

まで 

２ 特別用途地区の追加（別表関係） 

特別用途地区の名称 建築することができる建築物 

特別用途地区スポーツ 

・レクリエーション地

区（桃園地区） 

（１） 運動施設及びこれに付属する観覧

場でこれらの床面積の合計が１万平方メ

ートル以内のもの（第３号に掲げるもの

を除く。） 

（２） 運動施設及びこれに付属する建築

物でこれらの床面積の合計が３，０００

平方メートルを超え１万平方メートル以

内のもの（次号に掲げるものを除く。） 

（３） 運動施設並びにこれに付属する建

築物及び観覧場でこれらの床面積の合計

が１万平方メートル以内のもの 

（４） レクリエーション施設に付属する

観覧場で床面積が１万平方メートル以内

のもの 

３ 施行期日 

平成３０年４月１日 

－３６－ 



Ｎｏ 

５４ 

北九州市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

（消防局警防部消防団・市民防災課）

  非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴

い、消防団員等に係る公務災害補償の補償基礎額を改定するため、関係規

定を改めるもの 

  １ 補償基礎額に係る加算額の変更（第３条関係） 

区分 現行 改正後 

配偶者 ３３３円 ２１７円 

子 １人につき２６７円（配偶

者がない場合は、そのうち

１人については３３３円）

１人につき３３３円 

孫及びその他

の扶養親族 

１人につき２１７円（配偶

者及び子がない場合は、そ

のうち１人については３０

０円） 

１人につき２１７円 

２ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

－３７－ 



Ｎｏ 

５５ 

 地方独立行政法人北九州市立病院機構評価委員会条例について 

                      （病院局経営課） 

  地方独立行政法人法第１１条第２項第６号及び第４項の規定に基づき

、地方独立行政法人北九州市立病院機構評価委員会の所掌事務並びに組

織及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項を定めるも

の 

  １ 条例の内容 

（１） 趣旨（第１条） 

（２） 条例に基づく所掌事務（第２条） 

  委員会は、法に定めるもののほか、次に掲げる事項を処理する

。 

 ア 法第２６条第１項に規定する中期計画の作成及び変更に関す

る認可について、市長に意見を述べること。 

 イ 法第２８条第１項各号に規定する当該事業年度における業務

の実績に関する評価及び同項第３号に規定する中期目標の期間

における業務の実績に関する評価について、市長に意見を述べ

ること。 

（３） 組織（第３条） 

（４） 委員等の任命（第４条） 

（５） 委員等の任期（第５条） 

（６） 委員長（第６条） 

（７） 会議（第７条） 

（８） 委任（第８条） 

  ２ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

－３８－ 



Ｎｏ 

５６ 

 若松競艇場ナイター照明電源設備更新電気工事請負契約締結につ

いて  

 （技術監理局契約部契約課）

 １ 契約金額   ５億６，１６０万円 

２ 契約方法   一般競争入札 

  ３ 工  期   契約締結の日から平成３１年３月１５日まで 

４ 契約の相手方 小倉北区熊本一丁目３番２３号

           株式会社きんでん 北九州営業所 

－３９－ 



Ｎｏ 

５７ 

砂津長浜線道路改良工事（２７－１）請負契約の一部変更につい

て 

 （技術監理局契約部契約課）

 砂津長浜線道路改良工事（２７－１）請負契約について、工期を変更

するもの 

１ 既決工期  平成２８年３月１１日から平成３０年３月１５日まで 

２ 変更工期  平成２８年３月１１日から平成３１年６月２８日まで 

－４０－ 



Ｎｏ 

５８ 

 土地改良事業の施行について 

 （産業経済局農林水産部農林課）

  若松区大字安屋地内のため池整備事業を施行するもの 

  １ 施行事業名  

ため池整備事業 

２ 施行場所  

北九州市若松区大字安屋地内 

  ３ 事業の概要 

若松区大字安屋地内のため池が老朽化し危険であるため、堤体及

び取水施設を整備し、当該ため池の安全性の確保及び機能の回復を

図ることにより、当該ため池から給水を受ける農地９．８ヘクター

ルの農業用水を確保し、もって農業生産性の向上を図る。 

４ 概算事業費  

７，６００万円 

－４１－ 



Ｎｏ 

５９ 

鹿児島本線八幡･黒崎間城山西線藤田架道橋改築工事委託協定の

一部変更について 

                   （建設局道路部街路課） 

  鹿児島本線八幡･黒崎間城山西線藤田架道橋改築工事委託協定の一部

を変更するもの  

１ 既決委託金額 ２４億３，３００万円 

２ 変更委託金額 ２４億１，９６７万４，０３１円 

－４２－ 



Ｎｏ 

６０ 

 黒崎城石黒崎１号線道路改築事業に伴う鹿児島本線黒崎駅構内自

由通路新設工事委託協定の一部変更について 

                   （建設局道路部街路課） 

黒崎城石黒崎１号線道路改築事業に伴う鹿児島本線黒崎駅構内自由

通路新設工事委託協定の一部を変更するもの 

１ 既決委託金額 ９億７，９８７万円 

２ 変更委託金額 ８億９，０５６万５，１６１円 

－４３－ 



Ｎｏ 

６１ 

基本財産の額の増加に係る福岡北九州高速道路公社の定款の変更

に関する同意について 

（建築都市局計画部都市交通政策課）

  基本財産の額の増加に係る福岡北九州高速道路公社の定款の変更に同

意するもの 

基本財産の額の変更（第１６条関係） 

変 更 前 変 更 後 増 加 額 

基本財産の額 2,221 億 6,760 万円 2,229 億 3,560 万円 7 億 6,800 万円

出

資

の

額

福 岡 県 1,110 億 8,380 万円 1,114 億 6,780 万円 3 億 8,400 万円

福 岡 市 823 億 3,600 万円 827 億 2,000 万円 3 億 8,400 万円

北九州市 287 億 4,780 万円 287 億 4,780 万円 0 円

－４４－ 



Ｎｏ 

６２ 

 市有地の処分について 

 （港湾空港局みなと振興部物流振興課）

 門司区新門司北一丁目に所在する市有地を物流関連施設用地として売

り払うもの 

  １ 土地の地目及び所在地 

    宅地 

    門司区新門司北一丁目１１番４ 

  ２ 土地の面積 

    １万７１９．５７㎡ 

  ３ 売払い予定金額 

    ２億５，６１９万７，７２３円 

－４５－ 



Ｎｏ 

６３ 

 市有地の処分について 

 （港湾空港局みなと振興部物流振興課）

 門司区新門司北一丁目に所在する市有地を倉庫用地として売り払うも

の 

  １ 土地の地目及び所在地 

    雑種地  門司区新門司北一丁目１５番６ 

    宅地   門司区新門司北一丁目１６番９ 

  ２ 土地の面積 

    ３万６，５１３．３４㎡ 

  ３ 売払い予定金額 

    ７億１，２０１万１３０円 

－４６－ 



Ｎｏ 

６４ 

 市有地の処分について 

 （港湾空港局みなと振興部物流振興課）

 門司区新門司北二丁目に所在する市有地を物流関連施設用地として売

り払うもの 

  １ 土地の地目及び所在地 

    宅地 

    門司区新門司北二丁目１０番５ 

  ２ 土地の面積 

    １万１，５５０．５２㎡ 

  ３ 売払い予定金額 

    ２億４，７１８万１，１２８円 

－４７－ 



Ｎｏ 

６５ 

 地方独立行政法人北九州市立病院機構の定款について 

（病院局経営課）

  病院事業を行う地方独立行政法人を設立するため、定款を定めるもの 

  １ 定款の内容 

(1) 総則（第１条―第６条） 

ア 目的（第１条） 

イ 名称（第２条） 

ウ 設立団体（第３条） 

エ 事務所の所在地（第４条） 

オ 特定地方独立行政法人又は一般地方独立行政法人の別（第５

条） 

カ 公告の方法（第６条） 

(2) 役員及び職員（第７条―第１６条） 

ア 役員の定数（第７条） 

イ 役員の職務及び権限（第８条） 

ウ 理事長の任命（第９条） 

エ 理事長以外の役員の任命（第１０条） 

オ 役員の任期（第１１条） 

カ 職員の任命等（第１２条） 

キ 理事会の設置及び構成（第１３条） 

ク 理事会の招集及び議事（第１４条・第１５条） 

ケ 理事会の議決事項（第１６条） 

（次頁に続く）

－４８－ 



（続き） 

 (3) 業務の範囲及びその執行（第１７条―第１９条） 

ア 施設の設置及び管理（第１７条） 

イ 業務の範囲（第１８条） 

イ 業務方法書（第１９条） 

(4) 資本金等（第２０条・第２１条） 

ア 資本金等（第２０条） 

イ 解散に伴う残余財産の帰属（第２１条） 

(5) 雑則（第２２条） 

規程への委任（第２２条） 

２ 施行期日 

  法人の成立の日 

－４９－ 



Ｎｏ 

６６ 

 包括外部監査契約締結について 

 （行政委員会事務局監査第一課）

 １ 契約の目的 

   当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

 ２ 契約の始期 

   平成３０年４月１日 

 ３ 契約金額 

   １，６００万円を上限とする額 

 ４ 費用の支払方法 

   監査の結果に関する報告の提出後に一括払い 

 ５ 契約の相手方及びその資格 

   北九州市八幡西区東鳴水四丁目１０番２１号 

   神尾康生 

   公認会計士 

－５０－ 



№ 件    名 要       旨 

平

成

29

年

度

予

算

規

模

区  分 補正額の合計 補正後の予算総額 

一般会計 137 億 1,666 万 5 千円 5,857 億 6,423 万 6 千円 

特別会計 37 億 4,400 万円 5,700 億 6,001 万 1 千円 

企業会計 07 億 5,000 万円 1,291 億 6,015 万円 

合  計 182 億 0,066 万 5 千円 1 兆 2,849 億 8,439 万 7 千円 

67 

平成 29 年度北九州市 

一般会計 

 補正予算について 

 １ 補正額 

 ２ 総 額 

137 億 0,666 万 5 千円 

5,857 億 6,423 万 6 千円 

68 

平成 29 年度北九州市 

国民健康保険特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 ２ 総 額 

6 億 1,600 万円 

1,326 億 4,000 万円 

69 

平成 29 年度北九州市 

卸売市場特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 ２ 総 額 

000 億 0,000 万千 0 円 

8 億 7,570 万円 

70 

平成 29 年度北九州市 

競輪、競艇特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 ２ 総 額 

29 億 3,900 万円 

1,282 億 0,100 万円 



71 

平成 29 年度北九州市 

土地区画整理特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 ２ 総 額 

000 億 0,000 万千 0 円 

20 億 7,370 万円 

72 

平成 29 年度北九州市 

港湾整備特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

２ 総 額 

000 億 0,000 万千 0 円 

49 億 2,200 万円 

73 

平成 29 年度北九州市 

土地取得特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 ２ 総 額 

000 億 0,000 万千 0 円 

46 億 1,900 万円 

74 

平成 29 年度北九州市 

学術研究都市土地区画 

整理特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 ２ 総 額 

000 億 0,000 万千 0 円 

27 億 0,300 万円 

75 

平成 29 年度北九州市 

臨海部産業用地貸付 

特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 ２ 総 額 

1 億 8,900 万円 

6 億 3,460 万円 

76 

平成 29 年度北九州市 

下水道事業会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 ２ 総 額 

7 億 5,000 万円 

530 億 3,615 万円 


